
令和5年度
地域商業・商店街活動応援事業補助金

彩の国
埼玉県

埼玉県では、商店街等が実施する地域商業活性化のための新たな取組等に対する補助制度を実施しています。
皆様のチャレンジを後押しする補助金をぜひご活用ください!

県内の商店街、商工団体、商業者グループ等（さいたま市を除く）

対象事業

②空き店舗の解消に向けた取組 チラシｐ４参照
・空き店舗調査・データベース化
・空き店舗ツアー・マップの作成
・シェアカフェ等の運営 など

補助対象経費の1/2
（上限25万円）以内

お問い合わせ・事業実施計画書の提出先：埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課（商業担当）
【住所】〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3−15−1
【Tel】048-830-3761【Fax】048-830-4812【E-mail】a3750‐11@pref.saitama.lg.jp

【第９回】1/31(水) 【第１０回】２/２１(水）

補助対象経費の2/3
（上限50万円）以内

①にぎわい創出に向けた取組
・集客イベント(スタンプラリー・まちバル・季節行事等)
・商店街のPR(CM・冊子・折り込みチラシの作成等)
・商店街の新規事業に向けた調査 など

③繁盛店の創出に向けた取組 チラシｐ３参照
・商圏分析・ニーズ調査
・データ活用勉強会
・コラボ企画(店舗×店舗・店舗×商店街)
・取組を実施した店舗の魅力PR など

④インバウンド受入に向けた取組
・外国人旅行者を対象にしたイベント
・多言語対応のHP・マップ・看板の作成、設置 など

対象者

事業実施計画書(様式第1号)を作成のうえ、下記担当宛てにメールにてご提出ください。
様式はホームページからダウンロード可能です。

交付決定後～令和６年3月17日(日)の期間内に完了する事業

★制度の詳細・様式・記入例などはホームページで公開中です。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/shogyo-sesaku.html
🔎埼玉県商業・サービス産業支援課→商業・商店街支援→地域商業・商店街活動応援事業

補助率・補助上限額

応募締切

応募方法
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※採択額が予算に達した場合は、その時点で募集を締め切らせていただきます。

※専門家派遣制度の併用必須

各日正午必着

追加募集中!

チラシｐ２参照



補助事業実施の効果について、報告をお願いします。
（１）【対象事業全て】申請時(事業実施計画書）と交付申請時(交付申請書)

→事業実施による達成目標を設定し、それを測る指標と測定方法を記入
（２）【対象事業全て】補助事業終了後(実績報告書)

→測定結果と目標達成度の自己評価を記入
（３）【対象事業②～④】事業完了から１年後(事業実施効果等報告書)

→１年後の測定結果と、効果の持続状況を記入

補助事業の実施にあたって

補助できる経費・できない経費

【補助対象経費】
イベントアルバイト代・講師謝礼・出演料・印刷製本費・物品、消耗品、装飾品などの購入費・郵送代・
広告費・地域情報誌掲載料・デザイン、設営などの委託費・会場、設備などの賃借料 等
【補助対象外経費】
損害保険料・他の用途にも使用可能な事務用機器等の購入費・景品代・割引料・旅費・飲食代 等
㊟上記に例示した経費であっても条件によって、それぞれ対象外・対象内となる場合がございます。

１事業実施計画書(様式第1号)の提出

事業者

２審査(書面またはプレゼンテーション)

様式第１号を下記担当充てにメール又は郵送でお送り
ください。

県を通して、審査委員から計画書や事業について質問を
させていただく可能性がございます。

３採択・不採択の決定・通知

４交付申請書(様式第４号)の提出
採択されましたら、様式第４号と添付書類を地域振興
センターへご提出ください。
※遅くとも事業の開始10日前までを目安にご提出を
お願いします。

５交付決定の通知

事業実施期間 ㊟

６実績報告書(様式第11号)の提出

申請書類の不備等の確認後、交付決定となります。

７検査・交付額の確定

８補助金の請求(様式第12号)

９補助金の支払い

㊟交付決定通知が届いた後に開始し(支出や契約など準備等含む)、令和６年3月17
日(日)までに完了(経費の支払い含む)する事業が対象です。

県

県

県

県

事業者

事業者

事業者

ご利用の流れ

埼玉県マスコット
コバトン＆さいたまっち

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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様式第11号と添付資料を事業完了後30日以内に
地域振興センターへご提出ください。(3月に実施
する場合を除く)

来客数●人増加! 売上●％UP!

※対象事業
①にぎわい創出
②空き店舗の解消
③繁盛店の創出
④ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ受入

に向けた取組

様式第12号を地域振興センターへご提出ください。

各締切日から３～４週間後に審査結果をお伝えします。

※交付決定の時期:
【第９回】２月下旬【第１０回】３月上旬 (採択通知後、速やかに交付申請書一式を提出していただいた場合) 



ステップ①
現状の調査・確認
▼商圏分析、ニーズ調査
・既存統計データのほか、スマホ
データ等の活用

・アンケートによる住民ニーズの
把握
▼データ活用勉強会
・求められる商品やサービスを
検討

繁盛店創出に向けた取組について

取組の中で専門家派遣制度の併用が必須です。 派遣はいずれのステップでも可能です。

ステップ③
計画実行/個店の取組
▼店舗の魅力アップに向けた
個別支援

・商品・サービスの向上、店舗
づくり、情報発信など
・コラボレーション企画
（店舗同士、店舗×商店街）の
検討

ステップ④
計画実行/商店街事業の実施
▼個店の魅力をＰＲ
・参加店がＰＲ事業を実施
（店主によるPR動画作成、 まち
ゼミなどのイベントの実施等）
▼コラボレーション企画の
実施

専門家派遣による
助言指導

ステップ②
取組内容の検討・計画の作成

内容、スケジュール、目標、
役割分担等

【取組の流れ(例)】

事業実施後の効果検証 県の担当者による現地調査を行う場合があります。

県によるフォローアップ 事業の進捗状況に応じて、随時または定期的に県がフォローアップを行います。

㊟個店の取組に要する経費は補助対象外

専門家派遣事業とは?
様々な分野の専門家が現地を訪問し、商店街活動や商店経営に関する御相談にお応えします。
(派遣費無料)
経営コンサルタント・新商品開発・グラフィックデザイン・SNS戦略・マーケットの企画
など多岐にわたる専門家の派遣が可能です。
HP: https://www.pref.saitama.lg.jp/a0802/senmonkahaken.html
🔍「埼玉県 商業・サービス産業支援課」→「商業・商店街支援」→「専門家派遣事業」

繁盛店創出に向けた取組・空き店舗の解消に向けた取組について例を挙げてご案内
します。
取組をご検討されている方はぜひ県にご相談ください。
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ステップ①
地域住民に

アンケート調査

ステップ②
アンケート結果を

基に個店の取組を検討

ステップ③
個店による

新商品開発の取組
(専門家派遣を活用)

ステップ④
一店逸品事業としてPR

例えばこのような流れで
ご活用いただけます!

⇓

⇓

⇓



ステップ①
現状調査・情報の整理
▼物件の調査
・オーナー情報、貸出し条件、
建物の状態等の確認
▼データベース化
・容易に活用できるよう調査
結果を整理

ステップ③
貸店舗化に向けた調整

・貸店舗化
▼オーナーとの調整
・貸出し条件の調整
・賃料の引下げ交渉
・貸し店舗化の交渉
▼空き店舗マップ作成
・調整済みの空き店舗情報を
見える化し公開

空き店舗の解消に向けた取組は、⾧期間を要することが考えられるため、年度内（補助対象期
間）に実施する計画のうち一部分の取組のみ補助対象とすることもできます。

㊟補助対象となる物件（次のいずれも満たすもの）
・過去に商業の用に供され、営業されていた実績がある店舗物件であること
・賃貸できる状況にあるが、3か月以上事業が行われていない状態が継続していること
・地上1階部分又は2階部分の店舗であること
・事業実施主体が賃借し、かつ事業を行うこと
・（住宅部分を有する店舗物件の場合）店舗部分と住宅部分が明確に分離できること

この補助金では、「実施主体が借り上げた物件のチャレンジ出店期間の賃料」及び、
「実施主体が借り上げる際の賃料」について補助対象とすることができます。

空き店舗解消に向けた取組について

【取組の流れ(例)】

事業実施後の効果検証 県の担当者による現地調査を行う場合があります。

県によるフォローアップ 事業の進捗状況に応じて、随時または定期的に県がフォローアップを行います。

ステップ②
活用方法の検討
▼ニーズの把握等
・商店街利用者、商店街会員
等へのアンケート
・結果集計と分析
▼企画の具体化
・出店希望業種、活用方法の
検討

ステップ④
出店、利活用に向けた実施
計画の作成

内容、スケジュール、目標、
役割分担等

ステップ⑤
計画実行
▼出店者とのマッチング
・空き店舗見学ﾂｱｰ開催
・創業塾と連携したﾏｯﾁﾝｸﾞの
実施

・ﾁｬﾚﾝｼﾞ出店の実施
▼事業実施主体による
利活用

・商店街等が借り上げて運営
（ｼｪｱｶﾌｪ、ｾﾚｸﾄｼｮｯﾌﾟ等）

【賃料の補助に関する留意事項】
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